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資料３

(2)被害想定の予測手法

２．地震・津波被害想定の実施内容



(1) 建物被害（揺れ）①

兵庫県（平成26年） 内閣府（令和7年）

• 兵庫県H22被害想定手法
(中央防災会議(2007)＋東京都(半壊)(2006))に準拠

• 全壊率テーブル（被害率曲線）は、阪神淡路大震災、鳥取県
西部地震、芸予地震の被害想定データを基に算出

• 半壊棟数は、全半壊率テーブルを用いて全半壊棟数を求め、
この値から全壊棟数を差し引きし、算出

• 非木造については、兵庫県南部地震および新潟県中越地震で
建物高さ方向（階数）の違いにより被害率が異なる傾向が見
られることから、今回新たにこれを考慮した手法とする

• Ｓ造は年次区分を旧・中築年、新築年の２区分、階数区分を
①１～４階、②５～６階、③７～15階の３区分に分類

• RC・SRC造は年次区分を旧築年、中築年、新築年の３区分、
階数区分を①１～６階、②７階～10階、③11～15階の３区
分に分類

• 16階以上の高層建物は損傷しない

⚫内閣府は東日本大震災の被害を踏まえて、過去の中央防災会議手法から
被害率曲線を見直しており、内閣府（R7）において、さらに新たな知見
を加えていることから、内閣府（R7）手法を採用する。

※S造の被害率曲線を代表として示している。

１ 被害想定の実施項目と予測手法
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兵庫県（平成26年） 内閣府（令和7年）

(想定なし) • 時間差をおいて地震が発生する場合を考慮

• 建物・人的被害の定量評価については、1回目の地震からの
経過時間に応じて、1回目の地震に伴う影響を踏まえる
‐ 1回目の地震発生から数日後（南海トラフ地震臨時情

報発表後の防災対応期間中）に発生した場合
‐ 1回目の地震発生から数年後（一定程度の復旧作業が

進んだ時期）に発生した場合
• 1回目の地震で半壊となった建物については、2回目の地震

に対する被害率※を大きくする
※計測震度が0.5高い場合と同じ全壊率を設定。

国の東側半割れでは、県内はほぼ無被害の可能性あり。
あまりやっても意味がないか。

⚫内閣府（R7）で新たに示された予測
手法を採用する。時間差をおいて地震が発生する場合(1) 建物被害（揺れ）②

１ 被害想定の実施項目と予測手法
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兵庫県（平成26年） 内閣府（令和7年）

• 東京都(2013)に準拠
• PL値を基に決定した液状化危険度ランク別に液状化面積率

と全壊率・半壊率を設定し被害数を算出
• 液状化危険度ランクはPL値によって決まり、ランクD,Eで

は被害が発生しないと考える
• 液状化危険度ランクＡ～Cにおいて、建物の被害率を設定

• 液状化による地盤沈下量と全壊率との関係から算出
• 木造はS55以前とS56以降の2区分から設定
• 非木造は杭無し・杭ありの2区分に分け、杭ありはアスペ

クト比の大きい小建物はS49以前・S50～S58・S59以降
とその他は半壊以上被害は無しの区分の合計5区分から設
定

(2) 建物被害（液状化）

１ 被害想定の実施項目と予測手法
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⚫内閣府はH24手法時点から、東日本大震災における浦安市の液状化被害
にて地盤の沈下量が全壊率、半壊率に影響する知見を反映して、PL値に
応じた被害算出から沈下量に応じた被害算出手法に変更しており、兵庫
県においても内閣府（R7）手法を採用する。



兵庫県（平成26年） 内閣府（令和7年）

• 南海トラフWGに準拠
• 津波浸水深ごとの建物被害率の関係を用いて建物構造別に

全壊棟数・半壊棟数を算出
• 人口集中地区とそれ以外の地区で浸水深別・建物構造別被

害率を分析し、浸水深ごとに被害率を設定

• 津波浸水深ごとの建物被害率の関係を用いて建物構造別に
全壊棟数・半壊棟数を算出。

• 地震動に対して堤防・水門が正常に機能するが、津波が堤
防等を乗り越えた場合にはその区間は破堤するという条件
を基本として被害想定を実施。一方で、地震動によって一
部の堤防等が機能不全となった場合も別途考慮。

(3) 建物被害（津波）

１ 被害想定の実施項目と予測手法
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⚫兵庫県（H26）と内閣府（R7）は同じ手法。



兵庫県（平成26年） 内閣府（令和7年）

• 南海トラフWG・高知県(2013)に準拠
• 急傾斜地崩壊の起こりうる箇所の危険度ランク別に崩壊確

率を設定。
• 崩壊箇所の被害は、崩壊斜面による震度別被害率を適用
• 崩壊確率と被害率から、斜面災害による建物被害を算定

• 急傾斜地崩壊の起こりうる箇所の危険度ランク別に崩壊確率
を設定。

• 崩壊した箇所の被害については、斜面崩壊による震度別被害
率を適用。

• 崩壊確率と被害率から、斜面災害による建物被害を算定

(4) 建物被害（急傾斜地崩壊）

１ 被害想定の実施項目と予測手法
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⚫兵庫県（H26）と内閣府（R7）は同じ手法。

※ 県内の急傾斜地崩壊危険箇所の位置、台帳データが必要となる。



兵庫県（平成26年） 内閣府（令和7年）

• 内閣府（H24年8月）の方法

• 全国における平時の出火率の変化などを踏まえ、震度別・用
途別・季節時間帯別の出火率として、東京消防庁出火危険度
測定(第10回、令和3年)に基づいて整理した出火率と、前回
想定時(H24)の出火率を平均する形で出火率を設定し、出火
件数を算出する

• 感震ブレーカーの設置率※の分だけ電熱器具からの出火が抑
制されるものとして算出する

※感震ブレーカーの設置率：令和5年度内閣府アンケート結果をもとに都府県別に設定

 建物倒壊しない場合の火気器具・電熱器具からの出火率（用途別・震度別）

※火気器具のみからの出火率を用いることで、前ページに記載のように、感震ブレーカーが設置されてい
る場合には電熱器具からの出火が抑制されるものとして計算

建物倒壊しない場合の
火気器具・電熱器具からの出火

⚫内閣府（R7）で新たに示された
予測手法を採用する。(5) 建物被害（地震火災）①

１ 被害想定の実施項目と予測手法

6
※ 県の感震ブレーカー設置率は、地震防災対策の現状調査に係る住民アンケート 結果（R5.11、内閣府
（防災担当））より、26.1％に設定する。（県独自の値があればそちらを採用）



兵庫県（平成26年） 内閣府（令和7年）

• 兵庫県H22被害想定調査手法を採用
• 建設省（現・国土交通省）総合技術開発プロジェクト

（1982）の手法および中防(2007)、大阪府(1997)に準拠

加藤ら(2006)：延焼クラスター※に基づく地震火災リスク算
定手法 【平成24年と同じ手法】

• 火災の予測は、地震直後に発生する火災と、それを消し止め
られず延焼となる二通りの火災を対象

• 建設省（現・国土交通省）総合技術開発プロジェクト
（1982）の手法により、全出火件数を求め、さらに、関東
大震災、北但馬地震、丹後地震、十勝沖地震、宮城県沖地震
における初期消火実態データにより求められた初期消火率
（仙台都市圏防災モデル都市建設計画調査委員会による）を
参考に初期消火率を設定したうえで、炎上出火件数を算出

• 中央防災会議（2007）の方法に基づき、不燃領域率から延
焼可能性を判定し、焼失棟数を算出

• 消防運用の結果、消火することができなかった残火災件数を
用いて、1棟あたりの残火災件数期待値（件/棟）を求め、そ
れに対して延焼クラスターデータベースを適用し、焼失棟数
期待値を算定

• 風向については、安全側に見てどのように風向が変化しても
最も燃えやすい設定とし、風速について平均風速と8m/sの
２通りを検討する
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延焼

※延焼クラスター（延焼運命共同体）とは、風速・風向及び建物構造から延焼限界
距離を求め、この距離内に連担する建物群を一体的に延焼する可能性のある塊とし
てみなしたもの

⚫県の前回調査では中央防災会議（H19）手法を踏襲していた。今回
は、個々の建物の立地を評価できる内閣府（R7）手法を採用する。(5) 建物被害（地震火災）②

１ 被害想定の実施項目と予測手法

加藤孝明，程洪，亜力坤玉素甫，山口亮，名取晶子（2006）：建物単体データを用いた全スケール対応・出火
確率統合型の地震火災リスクの評価手法の構築，地域安全学会論文集 No.8，pp.1-10，2006.11

全出火件数

揺れによる全壊率

出火率 建物棟数
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焼失率

ガス漏洩に
よる出火

化学薬品等
による出火

一般火気器具
による出火

電熱器具によ
る出火

電気機器・配
線による出火

※建物の耐震化と出火率の低下とは直接的な因果関係があるとは言えず、耐震化を進めることだけで出火率が低
下するというわけではないことに留意が必要。



兵庫県（平成26年） 内閣府（令和7年）

•東京消防庁出火危険度測定(第8回、平成23年) •東京消防庁出火危険度測定（第10回、令和3年）

炎上出火件数を
求める際の初期消火成功率

出火件数

兵庫県（平成26年） 内閣府（令和7年）

• 廣井(2014):津波火災に関する東日本大震災を対象とした質
問紙調査の報告と出火件数予測手法の提案

• 様相としてまとめる • 「車両からの出火による津波火災」と「車両火災以外の津波
火災」は発生メカニズムが異なるため、出火件数を別々に算
出して合算する

• 東日本大震災の市町村別発生実績による推計式

⚫最新の知見が反映された内閣府（R7）の
係数を踏襲する。

⚫内閣府（R7）で示された推計式で定量的に評価する。

１ 被害想定の実施項目と予測手法

(5) 建物被害（地震火災）③

(5) 建物被害（津波火災）④

廣井悠. 津波火災に関する東日本大震災を対象とした質問紙調査の報告と出火件数予測手法の提案. 地域安全学会論文集(24). pp.111-121. 2014
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兵庫県（平成26年） 内閣府（令和7年）

• 内閣府（H24）の手法に準拠 • 愛知県（H15）、東京都（H9）によってブロック塀、石塀
等の分布数を求め、宮城県沖地震時の地震動の強さと被害
率との関係式を用いて被害数を求める

・揺れの最大加速度PGA(gal)は、震度Ｉより、藤本・翠川の式(2010)を
用いて推定。

・ここに、計測震度(I)、地震動強さ指標(log(PGA))、地震動強さ指標の
2 乗値(log(PGA) 2)、モーメント・マグニチュード(Mw)、標準偏差
(σ)である。

〇塀件数

※ 東京都（R4）による木造棟数と塀件数との関係を用いて求める

〇 倒壊対象となる塀の割合

※ 東京都（H9）に基づき、このうちの半分は改訂耐震基準を十分満た
しており、倒壊の危険性はないものとする

〇 被害率

※ここで、「地表最大加速度」としては、メッシュ別地表最大加速度の
市区町村別人口重み付平均値を用いる

ブロック塀等の
転倒箇所数

１ 被害想定の実施項目と予測手法

(6) ブロック塀・自動販売機①
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図 PGA(gal)と震度Ｉの関係
（藤本・翠川、2010）

⚫兵庫県（H26）と内閣府（R7）の手法は同じ。



兵庫県（平成26年） 内閣府（令和7年）

• 内閣府（H24）の手法に準拠
• 自動販売機台数と転倒の可能性のある自動販売機の割合を高

知県内の自動販売機業者からヒアリングして設定

•内閣府（H24）と同じ手法ではあるが、自動販売機台数を更
新

①自動販売機台数
• 全国の台数3,969,500台※を各市区町村に次の式で配分

※日本自動販売機工業会調べ：令和4年末時点

②転倒対象となる自動販売機の割合
• 屋外設置比率(約６割※1)と転倒防止措置未対応率(約１割※2)

より設定
※1：清涼飲料水メーカーへのヒアリング結果
※2：自動販売機転倒防止対策の進捗状況を踏まえて設定

③被害率
• 阪神・淡路大震災時の（概ね震度６弱以上の地域における）

転倒率により設定（埼玉県H15）
• 阪神・淡路大震災時の（概ね震度６弱以上の地域における）

転倒率25,880 台／124,100 台＝約20.9％
（神戸市、西宮市、尼崎市、宝塚市、芦屋市、淡路島：全数調査）

揺れによる自動
販売機の転倒数

１ 被害想定の実施項目と予測手法

(6) ブロック塀・自動販売機②
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⚫兵庫県（H26）と内閣府（R7）の手法は基本的に同
じ。自動販売機台数は県の最新値を推計。



兵庫県（平成26年） 内閣府（令和7年）

• 内閣府（H25）の手法に準拠
• 東京都（H9）を参考に、全壊する建物及び震度６弱以上の

地域における３階建て以上の非木造建物のうち落下危険物を
有する建物から、落下物の発生が想定される建物棟数を算定

• 建物改修率は東京都防災会議（H25）で用いられている平
均改修率97.15％を採用

• 屋外落下物を保有する建物棟数比率・落下物の発生が想定
される建物のうち落下が生じる確率には、東京都（H9）を
採用

①落下危険性のある屋外落下物を保有する建物棟数比率
・屋外落下物を保有する建物棟数比率は、東京都の調査結果（東京都

（H9））をもとに、対象となる建物の築年別に設定。

②建物改修率
・建物改修率には、東京都（H9）で用いている平均改修率87％を用いる。

③落下率
・落下物の発生が想定される建物のうち落下が生じる建物の割合（落下

率）には、東京都（H9）で設定したブロック塀の被害率と同じ式を用
いる。
（落下率）(%) ＝ －12.6 + 0.07 ×（地表最大加速度）(gal)

(7) 屋外落下物

１ 被害想定の実施項目と予測手法
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⚫兵庫県（H26）と内閣府（R7）の手法は基本的に同じ。建物改修率は前回同様、東京都防災会
議（H25）の値を採用する。



兵庫県（平成26年） 内閣府（令和7年）

• 木造建物・非木造建物を区別し、それぞれの建物からの死者数・重症者数を想定

①死者数

１ 被害想定の実施項目と予測手法

(8) 人的被害（建物倒壊）
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⚫兵庫県（H26）と内閣府（R7）の手法は同じ。

②負傷者数 ③重傷者数（負傷者数の内数）



兵庫県（平成26年） 内閣府（令和7年）

• 避難未完了率に水平避難可能地域と水平避難困難地域を設定
• 兵庫県の夏期の海水浴客等観光客を考慮

• 避難行動別の比率を意識調査（令和5年、内閣府）による現
状の避難行動別比率を設定

• 調査・研究成果をもとに避難速度を設定

①避難行動の違い
• 避難率は70%を設定
（減災効果の検証は避難率100%）

②避難未完了率
• 避難行動をすれば全員が助かる
「水平避難可能地域（領域Ａ）」
• 避難行動をしても避難中に死者

が発生する「水平避難困難地域
（領域Ｂ及びＣ）」

③避難速度
• 東日本大震災の実績から平均時速2.65km/hと設定
• 夜間における避難開始の遅れ(5分)、避難速度低下の考慮(80%)

④高層階滞留者の考慮
• 人的被害を算定する対象人口は、1階及び2階の居住者を対象
• 津波水位の高い南あわじ市の一部地域は、全階を対象

⑤夏期の海水浴客等観光客の考慮

①避難行動の違い

②避難未完了率

④高層階滞留者の考慮

１ 被害想定の実施項目と予測手法

(9) 人的被害（津波）
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③避難速度

⚫兵庫県（H26）は内閣府（H24）を参考に構築。内閣府の手法更新に伴い、今回は内閣府
（R7）手法を採用する。

⚫避難行動の違いについては、最近の県民意識調査がないため、内閣府（R7）の全国平均
値を採用する。減災効果では避難率上昇時のほか、避難率下降時も試算。



兵庫県（平成26年） 内閣府（令和7年）

• 揺れにより引き起こされた斜面の崩壊（崖崩れ）により家屋が倒壊し、それに伴って死傷者が発生する場合を想定
• 地震発生時刻の建物滞留状況を考慮

１ 被害想定の実施項目と予測手法

(10) 人的被害（急傾斜地崩壊）

14

⚫兵庫県（H26）と内閣府（R7）の手法は同じ。



兵庫県（平成26年） 内閣府（令和7年）

・風速6m/sとそれ以下の２パターンで算出

• ３つの火災による死者発生シナリオに基づき想定
➢ 炎上出火家屋内からの逃げ遅れ
➢ 倒壊後に焼失した家屋内の救出困難者（生き埋め等）
➢ 延焼拡大時の逃げまどい

①風速6m/s以上の場合
• 焼死者 = 0.12 × 焼失棟数

②風速6m/s未満の場合
• 焼死者 = 0.06 × 焼失棟数

①死者数

15

１ 被害想定の実施項目と予測手法

(11) 人的被害（火災） ⚫建物被害の地震火災（延焼）手法の変更に合わせて、人的被害も内閣府（R7）に変更
する。

②負傷者数



兵庫県（平成26年） 内閣府（令和7年）

• 地震発生時刻の建物外滞留状況を考慮

①ブロック塀等の倒壊

１ 被害想定の実施項目と予測手法

(12) 人的被害（ブロック塀等）

16

⚫兵庫県（H26）と内閣府（R7）の手法は同じ。

②自動販売機の転倒 ③屋外落下物



兵庫県（平成26年） 内閣府（令和7年）

• 内閣府（H25）の手法に準拠
• 火災予防審議会・東京消防庁「地震時における人口密集地域

の災害危険要因の解明と消防対策について」（平成17年）
による死傷者率を適用する。

[死者算定フロー] [負傷者算定フロー] • 死者、負傷者算定フローは兵庫県（平成26年）に同じ。
• 転倒防止対策実施率の補正係数は、阪神・淡路大震災当時

の阪神地区との転倒防止実施率の違いによる被害低減状況
を補正する。ここで、家具類の転倒防止対策実施率が全国
平均の35.9％（内閣府「防災に関する世論調査（令和4年
9月調査）」による）であった場合、補正係数は0.77

• さらに震度別死傷者率に対して時間帯別補正係数（深夜：
1.0、12時・18時：0.82）を乗じて、時間帯による危険性
の違いを補正する。

• 屋内転倒物による死傷者数は揺れによる建物被害の内数と
して取り扱うものとする。

１ 被害想定の実施項目と予測手法

(13) 人的被害（屋内収容物・落下物）
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⚫兵庫県（H26）と内閣府（R7）の手法は同じ。
⚫家具等の転倒防止対策実施率については、県独自の値を設定。

※ 県の家具転倒防止対策実施率は、令和６年第４回県民モニターアンケートより、45.8％に設定する。



兵庫県（平成26年） 内閣府（令和7年）

• 中央防災会議(2008)に準拠
• 東日本大震災、阪神・淡路大震災等、過去の災害時における

交通人的被害（道路）等を参考に地震時の被害の様相を記載

［揺れによるハンドル操作ミスによる人的被害想定フロー］

（死傷者数）
＝（事故1件当たり死傷者数）×

（震度６強以上エリア内走行
自動車台数）×

（人身事故発生率）

※対象道路は、兵庫県内の道路交通
センサス区間

［震度６強以上エリア内走行自動車台数］
・道路交通センサス（H22）より、センサス調査区間別の18時台の交通量を抽出。
（震度6 強以上エリア内走行自動車台数[台]）

＝（1時間あたり交通量[台/時間]）×（震度6強以上エリア通過時間[時間]）
（震度6 強以上エリア通過時間[時間]）

＝（震度6強エリア内通過延長[km]）÷（混雑時平均速度[km/時間]）
※混雑時平均速度は道路交通センサス（H22）より。

［人身事故発生率］
・危険を感じた人のうち傷害を起こす人の割合は0.114％ と設定。
・ドライバーが危険を感じる条件として、震度6強以上と仮定。

［事故１件当り死傷者数］
・揺れによるハンドル操作ミスに

よる被害は一定の速度以上で発
生すると考えられること及び一
般道における死傷者発生率を算
出できるデータが無いことを踏
まえ、平常時の高速道路におけ
る重傷者以上の事故1件あたり
の死傷者数を算定。

• 東日本大震災、阪神・淡路大震災等、過去の災害時における交通人的
被害（道路）及びその他災害時の交通人的被害（道路）を参考に地震
時の被害の様相を記述する。

• 過去に事例がない場合でも、想定の前提とする地震動等を踏まえて考
えられる被害の様相について記述する。
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⚫定量的に評価していた兵庫県（H26）の手法を踏襲
する。

１ 被害想定の実施項目と予測手法

(14) 人的被害（交通人的被害（道路））



兵庫県（平成26年） 内閣府（令和7年）

• 内閣府（H25）手法に準拠
• 阪神淡路大震災時における建物全壊率と救助が必要となる

自力脱出困難者の数との関係を用いた静岡県（H12）や東
京都（H9）の手法を参考にして、自力脱出困難者数を算定

• 阪神・淡路大震災時における建物全壊率と救助が必要となる
自力脱出困難者の数との関係を用いた静岡県（H12）や東京
都（H9）の手法を参考にして、自力脱出困難者数を算定

１ 被害想定の実施項目と予測手法

(15) 人的被害（揺れに伴う要救助者）
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⚫兵庫県（H26）と内閣府（R7）の手法は同じ。



兵庫県（平成26年） 内閣府（令和7年）

・定性的に想定 要救助者数は津波避難ビル・タワーに避難した者を考慮

・過去の災害時における被害状況等を参考に、被害の様相を記
述

①要救助者数
• 津波の最大浸水深より高い階に滞留する者、および、津波避
難ビル・タワーに避難した者を要救助者として推定

• 中高層階滞留に伴う要救助者は最大浸水深１ｍ以上の地域で
発生するものとする

• 津波到達時間が１時間以上ある地域では中高層階滞留者の３
割が避難せずにとどまるとして要救助対象とする

②要捜索者数
• 「津波に巻き込まれた人（避難未完了者＝津波による死傷

者）」を津波被害に伴う初期の要捜索者と考える

20

⚫内閣府（R7）の定量的な評価手法を採用する。

１ 被害想定の実施項目と予測手法

(16) 人的被害（津波被害に伴う要救助者）



兵庫県（平成26年） 内閣府（令和7年）

• 阪神・淡路大震災や東日本大震災等における震災関連死の状
況を基に設定

• 東日本大震災の岩手県・宮城県(あるいは福島県)における災
害関連死者数と最大避難者数の関係に基づいて推計

• 阪神・淡路大震災や東日本大震災等における震災関連死の状
況を基に、建物全壊棟数や直接死者数との相関関係を推定し、
概略的な震災関連死者数を算出

• 上記数値を踏まえ、定性的に想定（過去の災害時における被
害状況等を参考に、被害の様相を記述）

• 下記の東日本大震災(岩手県・宮城県)における災害関連死者
数と最大避難者数の関係に基づき、避難者の定量評価結果
(最大値)に対して、避難者1万人あたり40人の災害関連死が
発生するものとして、災害関連死者数を推計する

※なお、南海トラフ巨大地震の被害の広域性・甚大性を考慮すると、令
和6年能登半島地震でみられたような外部からの応援等が困難になるこ
と、発災後の状況によっては、被災者が十分な支援等を受けられずに、
災害関連死のさらなる増加につながるおそれがあることが考えられる
ため、現時点の最大値に基づいて、推計の幅値の一つとして考慮する

21

⚫全壊棟数と死者数から推計した兵庫県（H26）手法に加え、内閣府
（R7）手法の避難者数からの推計も追加する。

⚫兵庫県（H26）手法は、熊本地震や能登半島地震の被害も考慮し、
更新する。

１ 被害想定の実施項目と予測手法

(17) 人的被害（災害関連死）



兵庫県（平成26年） 内閣府（令和7年）

• 津波浸水、停電、揺れによる影響を考慮し、断水人口を算出。
• 津波浸水による浄水場の浸水による機能停止を考慮。
• 停電の影響は、配水管の被害率から停電の影響を含む断水率を算出で

きる川上の式を用いることで考慮。
• 揺れの影響は、管種・管径別被害率（首都直下地震防災・減災プロ

ジェクト）を用いて管路被害を算出。
• 断水人口と上水道の供給率曲線から、復旧日数を算出。

• 津波浸水、停電、揺れによる影響を考慮して、断水人口を算出。
• 津波浸水の影響は、エリア別の浸水率から浄水場の機能停止を判定。
• 停電の影響は、浄水場の停電の予測結果と非常用発電機の整備状況を
考慮。

• 揺れの影響は、管種・管径別の被害率（首都直下地震防災・減災プロ
ジェクト）を用いて管路被害を算出。

• 断水人口と上水道の供給率曲線から、復旧日数を算出。

１ 被害想定の実施項目と予測手法

(18) ライフライン（上水道）
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⚫兵庫県（H26）は内閣府（H25）と高知県手法に準拠しており、内
閣府（R7）と流れは停電の評価以外同じであるが、検討の連続性を
考慮し、兵庫県（平成26年）を踏襲する。



兵庫県（平成26年） 内閣府（令和7年）

• 津波浸水、停電、揺れ・液状化の影響を考慮して機能支障人口を算出。
• 津波浸水の影響として、処理場の浸水を考慮。
• 停電の影響として、処理場の停電を考慮。
• 揺れ・液状化の影響は、震度別PL値別の管種・管径別被害率を用いて

管路被害を算出。
• 復旧予測は、機能支障人口と東日本大震災等での復旧状況を考慮。

• 津波浸水、停電、揺れ・液状化の影響を考慮して機能支障人口を算出。
• 津波浸水の影響として、処理場の浸水を考慮。
• 停電の影響は、処理場の停電の予測結果から算出。
• 揺れ・液状化の影響は、震度別PL値別の管種・管径別被害率を用いて

管路被害を算出。
• 復旧予測は、機能支障人口と東日本大震災等での復旧状況を考慮。

１ 被害想定の実施項目と予測手法

(19) ライフライン（下水道）
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⚫兵庫県（H26）と内閣府（R7）の計算の流れは同じ。

津波浸水・停電による施設被害及び揺れ液状化による管路被害を考慮し、機能支障人口を算出

 津波浸水の影響（施設被害）  停電の影響（施設被害）

 機能支障人口（＝①＋②）

 揺れの影響（管路被害）

機能支障人口①
（処理場の停止）

処理場の位置データ
（メッシュ単位または住所）

震度別　PL値別
管種・管径別被害率

管種・管径別
管渠延長

震度別　PL値分布

利用可能人口
（処理場が機能）

被害率分布

機能支障率
（管路被害）

被害延長分布

機能支障人口②
（管路被害）

停電の被害想定結果
（市区町村別）

処理場の浸水深さ
または建物全壊率

処理場別の停止判定
（機能停止期間を予測）

処理人口
（市町別）

処理場別の浸水判定
（機能停止期間）

処理場別の停電判定
（停電期間）



兵庫県（平成26年） 内閣府（令和7年）

• 電力会社による被害想定手法、集計結果を採用する
• この被害想定と復旧見通しは、阪神・淡路大震災等の災害を経験する

なかで、これまで実施してきた防災・減災対策を踏まえた上で、一定
の前提をもとにした電力設備の被害想定と、復旧の見通しを試算した
もの。

• 供給側設備の被災に起因した停電軒数の考慮に係り、発電所の被害に
よる供給力の低下を以下の要領で考慮

• ①個別の火力発電所の停止を考慮、②津波による停止率、③新エネル
ギーによる被害を反映した手法を適用

（１）揺れによる被害
【設備被害に起因した停電】

電力設備（配電設備・送変電設備）が受ける震度を評価し停電軒数を想定。
【需給バランスに起因した停電】

発電所の設備被害から供給力の低下を算出し、需要側の設備被害による需要の落ち
込み分を加味した上で、需給バランスに起因した停電軒数を想定。

（２）津波による被害
東日本大震災時の実績と学術的知見を基に、２ｍ以上の津波浸水深の地域は、建物や
車両等の漂流物により、街そのものも甚大な被害を受け、全域停電すると想定。
なお、津波浸水深２ｍ未満のエリアは、地域別に停電の発生を想定。

（３）停電軒数
停電軒数は、揺れによる設備被害に起因した停電軒数、および需給バランスに起因し
た停電軒数、津波による停電軒数を重ね合わせたものとする。

（４）復旧方針
復旧の工事力は現有の工事力を基本とし、被災していない他府県や他電力からの応援

も最大限受け入れ、早期復旧にあたることとする。なお、津波浸水深２ｍ以上の地域
（早期受電困難顧客）は、街の復興と協調して復旧にあたるものとする。

（５）停電軒数の関係
下の右図のとおり。

停電件数の算出の流れ 停電軒数の関係

⚫兵庫県（H26）同様、ライフライン企業による被害想定を実施。

１ 被害想定の実施項目と予測手法

(20) ライフライン（電力）

24



兵庫県（平成26年） 内閣府（令和7年）

【固定電話】
• 通信会社による被害想定手法、集計結果を採用。
• 津波浸水、停電、揺れ、火災の影響による屋外設備（電柱・架空ケー

ブル）の被害を考慮して、不通回線数を算出。
【携帯電話】
• （出典）「東南海、南海地震等に関する専門調査会」（平成20年5月

14日）中部圏・近畿圏の内陸地震に係る被害想定手法（案）について
～交通被害、ライフライン被害、孤立集落の発生など～、p.29～30

• 固定電話・インターネットは、津波浸水、停電、揺れの影響による屋
外設備（電柱・架空ケーブル）の被害を考慮して、不通回線数を算出。
携帯電話は、固定電話の不通回線率と停電の影響を考慮して、停波基

地局率、携帯電話不通ランクを算出。
–基地局の停電の予測結果と非常用発電機の整備状況を考慮。

• 復旧予測は、不通回線数と東日本大震災等での復旧状況を考慮。

【固定電話】
固定電話は、津波浸水、停電、揺れ火災の影響による屋外設備（電柱・架空ケーブル）
の被害を算定して、これと固定電話の契約数より不通契約数を算出する。

【発災直後における被災想定の考え方】
 ① 津波浸水の影響

建物全壊による架空ケーブル、電柱被害からの不通回線数
＝回線数（市区町村別）×建物全壊率

② 揺れの影響
火災延焼エリアにおける架空ケーブルの焼失と非延焼エリアにおける電柱折損から

算出
1.火災延焼エリアにおける不通回線数

＝通話可能回線数×火災延焼による建物焼失棟数率
2.非延焼エリアにおける不通回線数

＝電柱本数×揺れによる電柱折損率×電柱1本あたりの回線数
揺れの影響による不通回線数

＝火災延焼エリアにおける不通回線数+非延焼エリアにおける不通回線数
③ 停電の影響

停電率×通話可能回線数
④ 発災直後の不通回線数＝①＋②＋③

【復旧予測の考え方】
 ① 東日本大震災での回線回復率により算出
② 上記に加え、東日本大震災の地域特性
における復旧推移を考慮

【携帯電話】
「停電率」と「不通回線率」から携帯電話
不通ランク（A～C)を評価

• 津波浸水、停電、揺れの影響に
よる屋外設備被害から、固定電
話の不通回線数を算出。

• 固定電話の不通回線数、停電に
よる停波基地局率から、停波基
地局率、携帯電話不通ランクを
算出。

１ 被害想定の実施項目と予測手法

(21) ライフライン（通信）
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⚫兵庫県（H26）同様、ライフライン企業による被害想定を実施。



兵庫県（平成26年） 内閣府（令和7年）

• ガス会社による被害想定手法、集計結果を採用する。

• 地震動の強いエリアを中心として、安全措置としての供給停止を考慮
して、都市ガスの供給停止戸数を算出。

• 津波浸水の影響として、製造設備の浸水被害を考慮。
• 停電の影響は、製造設備の停電の予測結果から算出。
• 安全措置としての供給停止の影響は、各供給ブロックの供給停止基準

値の超過率から判定。
• 復旧予測は、供給停止戸数と東日本大震災等の過去の地震における復

旧状況を考慮。

（１）前提条件
地震動・全半壊戸数は兵庫県からの提供情報に基づく。

（２）被害及び復旧の想定

※あくまで上記前提条件下の試算結果であり、ガス会社で予測困難なものや不確定要素
への対応など、前提条件以外の事象が発生した場合は、復旧が遅れることになる。

• 津波浸水、停電の影響及び、地震動の強いエリアを中心とした、安全措置として
の供給停止から、供給停止戸数を算出する。

１ 被害想定の実施項目と予測手法

(22) ライフライン（ガス）
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⚫兵庫県（H26）同様、ライフライン企業による被害想定を実施。



兵庫県（平成26年） 内閣府（令和7年）

• 揺れ・津波浸水による道路施設被害箇所数を算出。
• 東日本大震災の実績を踏まえて道路施設被害率（揺れ・津波）を設定。

• 揺れ・津波浸水による道路施設被害箇所数を算出。
• 東日本大震災の実績を踏まえて道路施設被害率（揺れ・津波）を設定。

⚫兵庫県（H26）と内閣府（R7）の手法は同じ。

１ 被害想定の実施項目と予測手法

(23) 交通施設（道路）

兵庫県（平成26年） 内閣府（令和7年）

• 揺れ・津波浸水による鉄道施設被害箇所数を算出。
• 東日本大震災の実績を踏まえて鉄道施設被害率（揺れ・津波）を設定。

• 揺れ・津波浸水による鉄道施設被害箇所数を算出。
• 東日本大震災の実績を踏まえて鉄道施設被害率（揺れ・津波）を設定。

⚫兵庫県（H26）と内閣府（R7）の手法は同じ。(24) 交通施設（鉄道）
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兵庫県（平成26年） 内閣府（令和7年）

• 港湾位置と震度分布図および津波による最大浸水深分布を重ね描き
• 揺れによる係留施設の被害箇所数を算出。
• 津波による防波堤の被災延長を算出。

・港湾位置・耐震バース位置と震度分布図および津波による最大浸水深
分布を示し、地震時における拠点としての活用可能性について把握

・過去の災害時における被害状況等を参考に、被害の様相を記述

⚫個々の港湾、耐震バース位置の評価を行う兵庫県（H26）手法を継続して
採用する。

１ 被害想定の実施項目と予測手法

(25) 交通施設（港湾）
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広島県（平成25年）

【養殖筏】
• 養殖施設の被害は、養殖施設が数十mの長いロープで係留されること

が一般的であるため、水位上昇によって移動することはほとんど発生
しない。

• しかしながら、流速による影響は大きく、過去の災害記録では、養殖
施設の被害の有無の境界が流速約 1m/s のところに存在していること
がわかっている。このことから、養殖施設の被害想定は、流速により
評価することとし、流速 1m/s を超えた養殖筏を全損として評価した。

【漁船】
• 漁船被害は津波による漂流である。日本海海難防止協会（1998）によ

れば、過去の災害記録では、漁船の漂流開始条件は、係留ロープの破
断によるとし、主に流速と係留方法の良悪の影響を受けるとしている。

係留が弱い場合（老朽化や不完全な係留） ：流速 2m/s 以上
係留方法を改善した場合 ：流速 4m/s 以上

• 津波が漂流物被害に与える影響を評価するため、より危険な条件とし
て 2m/s を用いることとし、これを超える場合を全損として評価した。

出典：首藤伸夫（1992）：津波による養殖施
設の漂流対策（2010 年チリ津波調査結
果報告），財団法人漁港漁場漁村技術研
究所．

⚫養殖筏、漁船の被害について、広島県（H25）手法
をもとに定量的に評価を行うことを検討する。

１ 被害想定の実施項目と予測手法

(26) 交通施設（養殖筏・漁船）【新設】
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筏の数量（行使規則台数）が必要

漁船数が必要



兵庫県（平成26年） 内閣府（令和7年）

• 空港位置と震度分布図をおよび津波による最大浸水深分布を重ね描き
（参考）内閣府：南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ

（平成25年3月18日）－（資料４）南海トラフ巨大地震の被害想定
項目及び手法の概要～ライフライン被害、交通施設被害、被害額な
ど～、p.10

• 各空港の津波による浸水の有無を評価する。
• 各空港建物の耐震化状況及び滑走路の液状化対策状況に基づく評価を

行う。

・伊丹空港と神戸空港を対象とする。
・空港位置と震度分布図および津波による最大浸水深分布を示し、地震時における

拠点としての活用可能性について把握。
・過去の災害時における被害状況等を参考に、被害の様相を記述。

・津波浸水深分布と空港位置を重ねあわせ、各空港の津波による浸水の有無を評価
する。

・各空港建物の耐震化状況に基づき、空港施設（旅客ターミナルビル、管制塔等）
の機能支障について検討する。

・滑走路の液状化対策状況に基づき、滑走路の機能支障について検討する。

１ 被害想定の実施項目と予測手法

(27) 交通施設（空港）
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⚫兵庫県（H26）と内閣府（R7）の手法は同じ。



兵庫県（平成26年） 内閣府（令和7年）

• 内閣府（H24年8月）の手法
• 係数の更新
• 停電による避難の考慮を追加

⚫係数が更新、停電考慮が追加された内閣府（R7）の手法を採用する。

１ 被害想定の実施項目と予測手法

(28) 生活への影響（避難者）
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兵庫県（平成26年） 内閣府（令和7年）

• 内閣府（H25年3月）の方法

• 避難所避難者数の内訳として、人口比率より、避難所に避難
する要配慮者数を算出する。

• 避難所での対応等の参考に資するよう、幅広い要配慮者を
対象に算出するものとし、重複の除去は行わない。

対象とする災害時要援護者
１．0歳児 ※１ ２．１～３歳児 ※１
３．要介護３，４，５ ※２ ４．身体障害者1級・2級 ※３
５．知的障害者（重度） ※４ ６．精神障害者1級 ※５
７．難病患者 ※６ ８．妊産婦 ※７
９．外国人 ※８

※１ 国勢調査
※２ 高齢者福祉関係資料「2.地域別詳細一覧」（兵庫県HP）
※３ 社会福祉統計年報第３章の第３表「身体障害者手帳新規交付者数」

（兵庫県HP）
※４ 社会福祉統計年報第４章の第３表の台帳搭載数のA

「療育手帳交付台帳登載数」（兵庫県HP）
※５ 精神障害者保健福祉手帳所持者数
※６ 各都道府県疾患別交付件数 （「衛生行政報告例」より） 難病情報センター
※７ 「平成24年人口動態調査」・表４の「出生数」
※８ 在留外国人統計（旧登録外国人統計） 総務省統計局

１ 被害想定の実施項目と予測手法

(29) 生活への影響（要配慮者）
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⚫基本的に兵庫県（H26）と内閣府（R7）の考え方は同じ。対象
者は、両手法を包含した対象を選定。



兵庫県（平成26年） 内閣府（令和7年）

• 内閣府（H25年3月）の手法
• 主要な都市部について、外出者数・帰宅困難者数を算出。

（平日の日中に地震が発生した場合を想定）

・帰宅困難率は右の内閣府（R7）に同じ
・公共交通機関利用率は、平成22年国勢調査「従業値・通学地集計」より設定

・時刻別補正率は、平成23年社会生活基本調査の「15歳以上の平日に自宅にい
た行動者率」を用いて、12時の外出者を基準として時刻別の補正率を設定

・算出した帰宅困難者数は昼間（12時）のものであり、早朝および夜間につい
ては、それぞれ5時と18時に外出している人の割合に応じて調整

１ 被害想定の実施項目と予測手法

(30) 生活への影響（帰宅困難者）
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⚫基本的に兵庫県（H26）と内閣府（R7）の考え方は同じため、
兵庫県の最新の公共交通機関利用率等を適用。



兵庫県（平成26年） 内閣府（令和7年）

• 内閣府（H25年3月）の手法に準拠
• 震災時にアクセス経路の寸断によって孤立する可能性のある

集落を抽出

• 震災時にアクセス経路の寸断によって孤立する可能性のある
集落を抽出

・以下の条件に合致する孤立可能性集落を、孤立集落とする。
・揺れによる孤立集落：震度6強以上の範囲に立地。
・津波による孤立集落：東日本大震災での浸水深と道路被害箇所数の関係で

は、浸水深5ｍ以上で1kmあたり1箇所以上の被害が発生していることから、
浸水深5m以上の範囲が存在する孤立可能性集落を対象とする。

１ 被害想定の実施項目と予測手法

(31) 生活への影響（孤立集落）
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⚫兵庫県（H26）と内閣府（R7）の手法は同じ。



兵庫県（平成26年） 内閣府（令和7年）

• 内閣府（H25年3月）の手法に準拠
• 地震の揺れ・停電に伴うエレベータ閉じ込めを検討する。
• エレベータ閉じ込め者数、閉じ込めにつながり得るエレベータ停止が発生する建

物棟数及びエレベータ台数を算出する。

・定性的に想定する。（過去の災害時における被害状
況等を参考に、被害の様相を記述）

１ 被害想定の実施項目と予測手法

(32) 生活への影響
  （エレベータ閉じ込め）
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⚫県想定は内閣府と同じ地震動を用いており、兵庫県（H26）では内閣
府（H25）結果を用いて定性的な評価を行っていた。

⚫今回は内閣府(R7)の定量的な手法を採用して定量的に評価。



兵庫県（平成26年） 内閣府（令和7年）

• 兵庫県H22被害想定調査手法を採用
• 内閣府（H25年3月）の手法に準拠

• 主要備蓄量（飲料水については給水可能量）と需要量との差
から、それぞれの不足量を算出する。

• 東日本大震災で発生した燃料不足や被災地外への影響（商品
不足等）について、被害の様相を記述する。

・阪神・淡路大震災の被害実態を基に算出
・主要備蓄と需要量との差からそれぞれの需給を想定
・災害時要援護者が必要とする物資（粉ミルク、ほ乳瓶、紙おむつ、おしり拭

き）については、需要量のみ算出
・食料の備蓄量に関して、米は1食当たり200gとし、主食または副食1食を1食

分とする
・物資の需要量および需給に関しては発災1日目、1日後まで、1週間後までの

避難所生活者を対象に算出
・食料および給水の対象となる避難所生活者に関して、発災後3～6日後までは

2日目、7～29日後までは1週間後の避難所生活者数を用いる
・食料必要量＝（避難所生活者－0歳児）×1.2×3食/1日×必要日数
・給水必要量＝避難所生活者×1.2×3リットル/1日×必要日数
・生活必需品需要量＝避難所生活者１人あたり毛布２枚
・仮設トイレ需要＝避難所生活者×1基/100人
・粉ミルク＝（0歳児）×140g/1日×必要日数
・ほ乳瓶＝（0歳児）
・子供紙おむつ＝（0～3歳児）×8枚/1日×必要日数
・大人紙おむつ＝（要介護3～5）×6枚/1日×必要日数
・おしり拭き＝（子供紙おむつ需要量＋大人紙おむつ需要量）×3
・食料、飲料水、粉ミルク、紙おむつ、おしり拭き等の消耗品に関しては、各

時点までに必要な総量を算出
・生活必需品、ほ乳瓶およびトイレは、消耗しないものとする
・燃料不足について、定性的に記述する。

• 被災都府県内の物資不足量を次の基本式で算出する。
「被災都府県内の物資不足量」

＝「需要量」－「供給量」（「被災地域内の市町村の供給量」
＋「被災地域内外の市町村からの応援量※」＋「都府県の供給量」）

※市町村の供給余剰の半分を不足市町村への応援量として拠出するものとする。

• 食料不足量に関する具体の設定は次のとおり。
●食料需要は阪神・淡路大震災の事例に基づき、避難所避難者の1.2倍

を対象者として、1日1人3食を原単位と考える。
●食料の供給は、都府県・市町村の持つ自己所有備蓄量及び家庭内備

蓄量を想定する。
●対象とする備蓄食料は、乾パン、即席めん、米、主食缶詰とする。
●需要量と供給量との差より、不足量を算出する。

• 飲料水不足量に関する具体の設定は次のとおり。
●断水人口を給水需要者として、1日1人3リットルを原単位とする。
●飲料水供給量は都府県・市町村によるペットボトルの自己所有備蓄

量・家庭内備蓄量及び給水資機材による応急給水量を想定する。
●需要量と供給量との差より、不足量を算出する。

• 生活必需品不足量に関する具体の設定は次のとおり。
●生活必需品は毛布を対象とし、住居を失った避難所避難者の需要

（1人2枚）を算出し、備蓄量との差から不足数を想定する。

１ 被害想定の実施項目と予測手法

(33) 生活への影響（物資）
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⚫基本的に兵庫県（H26）と内閣府（R7）の考え方は同じ。
⚫備蓄物資品目は、兵庫県の実態や方針に合わせて調整。



兵庫県（平成26年） 内閣府（令和7年）

• 内閣府（H25年3月）、高知県の手法に準拠
• 新たに発生する入院需要（重傷者数＋医療機関での死者）か

ら医療機関の許容量を差し引き、医療需給過不足数を算出。

• 医療機関の施設の損壊、ライフラインの途絶により転院を要
する患者数を算出。

• 新規の入院需要（重傷者数＋医療機関で結果的に亡くなる者
＋被災した医療機関からの転院患者数）及び外来需要（軽傷
者数）から医療機関の受入れ許容量を差し引いたときの医療
対応力不足数を算出。

• 東日本大震災で課題となった、多数の転院を要する患者の発
生や医療機関における燃料、水の不足等の被害様相を記述。

［医療需給過不足数］
・医療需給過不足数は重傷者対応を対象
・医療需要は、震災後の新規入院需要発生数として、重傷者＋医療機関での死

者（全死者数の10％にあたる）を想定
※この死者については津波による死者は対象外とする（死因が溺死であり、揺れ

による建物倒壊の場合と異なり、病院搬送後に死亡するとは考えにくいため）。

・医療供給量は、医療機関の病床数をベースに、医療機関建物被害率、空床率、
ライフライン機能低下による医療機能低下率を乗じて算出

・需要と供給の差により、過不足量を算出

医療需給過不足数（重傷）＝地震後の対応可能重傷患者数－入院需要量
＝（市町村別病床数（ICUを除く）×医療機関使用可能率×空床率

×ライフライン低下後の医療機能率）－（地震時の重傷者数＋死者数×0.1）
医療機関使用可能率＝1－（非木造全壊率＋1/2×非木造半壊率＋焼失棟数率）

※医療機関での死者数は、1995年の阪神・淡路大震災の事例から、死者の10％とす
る。（但し、津波による死者は溺死なので、医療需要の対象外とする）

※平常時入院数、空床率は、病床数に平成
24年医療施設（動態）調査・病院報告
（厚生労働省）の病床利用率を乗じて算出。

※ライフライン機能低下による医療機能低下率は、阪神・淡路大震災の事例データを
参考とし、震度6強以上では60％ダウンし、それ以外の地域では30％がダウンする
として市町単位で設定。

［要転院患者数］及び［日常受療困難者数］
・定性的に想定する。

• 被災した医療機関からの転院患者数を以下の手法により 算出する。
●平常時在院患者数をベースに、医療機関建物被害率、ライフライン機能低

下による医療機能低下率、転院を要する者の割合を乗じて算出する。
●医療機関建物被害率は、全壊・焼失率＋1/2×半壊率とする。
●ライフライン機能低下による医療機能低下率は、阪神・淡路大震災の事例

データを参考とし、断水あるいは停電した場合、震度6強以上地域では医療
機能の60%がダウンし、それ以外の地域では30%がダウンすると仮定する。

●転院を要する者の割合は50%と設定する。

• 医療対応力不足数を以下の手法により算出する。
●医療対応力不足数（入院）は重傷者及び一部の死者への対応、医療対応力

不足数（外来）は軽傷者への外来対応の医療ポテンシャルの過不足数を求
める。

●入院需要は、震災後の新規入院需要発生数として、重傷者＋医療機関で結
果的に亡くなる者（全死者数の10%にあたる）＋被災した医療機関からの
転院患者の数を想定する。外来需要は、軽傷者を想定する。

●医療供給数は、医療機関の病床数、外来診療数をベースとして、医療機関
建物被害率（全壊・焼失率＋1/2×半壊率）、空床率、ライフライン機能低
下による医療機能低下率を乗じて算出する。

●需要数と供給数との差より、不足数を算出する。

１ 被害想定の実施項目と予測手法

(34) 生活への影響（医療機能）
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⚫要転院患者数も定量的に評価する内閣府（R7）の手法を採用する。



兵庫県（平成26年） 内閣府（令和7年）

• 内閣府（H25年3月）の手法に準拠
• 物資の需要量の定量化は兵庫県独自

• 過去の事例及び南海トラフ巨大地震の被災地域の特性を考
慮して、被害の様相を記述する。
（定量的な評価は含まない）

・定性的に想定する。（過去の災害時における被害状況等を参考に、
被害の様相を記述）

・火葬場能力・棺・ドライアイス量・花等の需要量の定量化を行う。
＜必要物資の想定手法＞
・火葬場の火葬能力は、兵庫県(H21)「兵庫県新型インフルエンザ対

策計画」14頁より（火葬場の被災やガスの停止等は考慮しない）
・火葬場余剰能力＝火葬能力－平常稼動
・ドライアイスは、棺1基・1日あたり10㎏と設定
・ドライアイス量＝死者数×必要火葬期間÷２×10

１ 被害想定の実施項目と予測手法

(36) 生活への影響（保健衛生、防疫、遺体処理等）
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兵庫県（平成26年） 内閣府（令和7年）

• 被害量の集計は兵庫県独自に実施
• 被害シナリオは内閣府（H25年3月）を参考

• 地盤沈下が発生し、津波等による湛水が引かない状態を想定
し、被害の様相を記述する。

・ゼロメートル地帯の広がり、長期湛水が懸念される阪神地区を対象
・対象市の津波浸水想定区域内を対象に、朔望平均満潮位（H.W.L.）よりも低

い標高地域（海岸保全施設等水際線最終防潮ライン施設が地震や津波によっ
て破損し、潮汐により浸水する可能性のある地域）の湛水量（㎥）、面積を
集計し、ポンプ車で排水する場合の延べ必要台数・延べ必要日数を試算する。

・長期湛水影響人口としては、H.W.L.時の浸水深が50cm以上となる地区を対
象に集計。

• 地盤沈下によって発生する長期湛水による被害の様相を記述する。

(35) 生活への影響（ゼロメートル地帯の長期湛水）
⚫一部、定量的な評価も行う兵庫県
（H26）の手法を採用する。

⚫一部、定量的な評価も行う兵庫県
（H26）の手法を採用する。



兵庫県（平成26年） 内閣府（令和7年）

• 内閣府（H25年3月）の手法に準拠
• 概略的な応急仮設住宅の需要数算出は兵庫県独自

・保健衛生、防疫、遺体処理等の中で定性的な様相に言及

• 阪神・淡路大震災や東日本大震災等における応急仮設住宅（みなし仮設を含
む）の供給実績をもとに、建物全半壊棟数との相関関係を推定し、概略的な
応急仮設住宅の需要数を算出。

(39) 生活への影響（応急仮設住宅）

兵庫県（平成26年） 内閣府（令和7年）

• 兵庫県H22被害想定調査手法を採用
• 病院・警察・消防･福祉施設分布と震度分布および津波によ

る最大浸水深分布を重ね書き
なし

• 「震度6弱以上のメッシュに該当する施設数／全施設数」を、市町別に算定。
• 「浸水深50cm（床上浸水に相当）以上のメッシュに該当する施設数／全施

設数」を、市町別に算定。

１ 被害想定の実施項目と予測手法

(38) 生活への影響（病院・警察・消防・福祉施設）
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兵庫県（平成26年） 内閣府（令和7年）

• 兵庫県H22被害想定調査手法を採用
• 避難所分布と震度分布および津波による最大浸水深分布を重

ね書き
なし

• 「震度6弱以上のメッシュに該当する施設数／全施設数」を、市町別に算定。
• 「浸水深50cm（床上浸水に相当）以上のメッシュに該当する施設数／全施

設数」を、市町別に算定。）

(37) 生活への影響（避難所）
⚫一部、定量的な評価も行う兵庫県
（H26）の手法を採用する。

⚫一部、定量的な評価も行う兵庫県
（H26）の手法を採用する。

⚫一部、定量的な評価も行う兵庫県
（H26）の手法を採用する。



兵庫県（平成26年） 内閣府（令和7年）

• 内閣府（H25年3月）の手法に準拠

• 「災害廃棄物」は環境省「災害廃棄物対策指針（技術資
料）」（H26）における災害廃棄物発生量の推計の考え方に
準拠。片付けごみ等の廃棄物を考慮

• 「津波堆積物」は東日本大震災の発生原単位から推計

災害廃棄物

※1棟当たりの平均延床面積は、阪神・淡路大震災における神戸市の実績を踏ま
え、木造93m2、非木造582m2とする。（「阪神・淡路大震災 神戸復興
誌」P.182より）

※単位延床面積あたりのがれき発生量（原単位）（t/m2）は、以下のとおり。
※全壊建物の解体棟数は、全壊棟数とする。
※焼失建物は木造とし、平均延床面積および原単位は木造建物の値を採用する。

津波堆積物
「津波堆積物」は平均堆積高を設定し、それに浸水面積を乗じ
て堆積量を推定
➢ 廃棄物資源循環学会（2011）より平均堆積高を4cmに設定し、浸

水面積を次乗じて津波堆積物の体積量を推定
➢ 汚泥の体積重量換算係数を用いて、津波堆積物の重量を推定
➢ 体積重量換算係数は、国立環境研究所の測定結果(体積比重2.7g/㎤、

含水率約50%)を用いて、1.46トン/㎥を用いた

災害廃棄物

津波堆積物

40

⚫より新しい環境省の災害廃棄物対策指針の考え方を採用している内閣府（R7）の
手法を採用する。

１ 被害想定の実施項目と予測手法

(40) 災害廃棄物等

木造可燃物 木造不燃物 非木造可燃物 非木造不燃物 

0.194 0.502 0.10 0.81 

 



兵庫県（平成26年） 内閣府（令和7年）

• 兵庫県H22被害想定調査手法を採用
• 危険物・コンビナート施設分布と震度分布および津波による

最大浸水深分布を重ね書き

•  揺れによる影響として、危険物施設数に震度別の被害率を
乗じ、火災、流出、破損箇所の予測数を算出する。

• 阪神・淡路大震災と東日本大震災の被害数を合算して被害率
を設定する。

• 津波による影響は、東日本大震災の被災状況に関する情報や
データを踏まえて、被害の様相を記述する。

・「震度6弱以上のメッシュに該当する施設数／全施設数」を、市町別に
算定。

・「浸水深50cm（床上浸水に相当）以上のメッシュに該当する施設数／
全施設数」を、市町別に算定。
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１ 被害想定の実施項目と予測手法

(41) その他（危険物・コンビナート施設）
⚫個々の施設位置の評価を行う兵庫県（H26）手法を

継続して採用する。



兵庫県（平成26年） 内閣府（令和7年）

• 兵庫県H22被害想定調査手法を採用
• 文化財分布と震度分布及び津波の最大浸水深分布を重ね書き

• 津波浸水エリア、震度６強以上または焼失可能性の高いメッ
シュに所在する国宝・重要文化財（建造物）の数を算出する。

・「震度6弱以上のメッシュに該当する施設数／全施設数」を、市町別に
算定。

・「浸水深50cm（床上浸水に相当）以上のメッシュに該当する施設数／
全施設数」を、市町別に算定。

⚫延焼の影響も考慮した内閣府（R7）の手法を採用する。

１ 被害想定の実施項目と予測手法

(42) その他（文化財）
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兵庫県（平成26年） 内閣府（令和7年）

• なし
• 道路幅員に応じた道路リンク閉塞率をメッシュ別に算定し、

重みづけ平均をとって道路リンク閉塞の発生率を評価。

⚫定量的に評価している内閣府（R7）の手法を採用し、新たに評価を行う。(43) その他（道路閉塞）



兵庫県（平成26年） 内閣府（令和7年）

• 中央防災会議(2008)に準拠し、建物被害額・家財被害額を
算出。

• 被害額は、①被害量（物的被害の推計結果）×②原単位（単
位あたり復旧額等）により推計。

［新規建物1棟あたり工事必要単価］
・建築着工統計調査（国土交通省）より、兵庫県における平成24年度における新規

建築物の棟数および工事費予定額を抽出し、1棟あたり工事必要単価を設定。
・（新規建物1棟あたり工事必要単価（円／棟））

＝（工事費予定額（円））／（新規建築物棟数（棟））
・木造：1,875万円／棟、非木造7,494万円／棟

［家財資産額］
・家財評価額の単価は、大阪府（H18）手法に準拠し、国税庁における家財損失額の

算定方法を用いて設定。
・兵庫県における、各市町別の家族構成比率は国勢調査H22より把握。
・（家財資産額(円)）＝（1世帯あたり家財評価単価(円／世帯)）×（世帯数(世帯)）

［償却資産額］
・固定資産の価格等の概要調書（総務省）よる兵庫県の償却資産額を経済センサス基

礎調査結果による従業者人口比率により按分し、各市町別の償却資産額とする。
［在庫資産額］

・在庫資産額の設定方法は、広島県（H18）の手法に準拠し、商業商品手持額、製造
業在庫額により行う。
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１ 被害想定の実施項目と予測手法

(44) 被害額（資産等の被害（建物・家財））
⚫対象項目を細分して評価している内閣府（R7）を
採用する。（原単位は最新のものを適用）



兵庫県（平成26年） 内閣府（令和7年）

• 内閣府（H25）、高知県に準拠し、ライフライン被害及び
交通施設等の被害による被害額を算出。

• 被害額は、①被害量（物的被害の推計結果）×②原単位（単
位あたり復旧額等）により推計。

44

１ 被害想定の実施項目と予測手法

(45) 被害額（資産等の被害（ライフライン、交通施設等））

⚫漁港や農地の被害額も考慮された内閣府（R7）の手法を採用する。



兵庫県（平成26年） 内閣府（令和7年）

• 中央防災会議(2008)に準拠し、県内における影響を算出
• 建物等の被害や人的被害により生産供給能力が低下した場合

に発生する被害額（負の影響額）を、生産関数を用いて推計

• 生産・サービス低下による影響は、生産関数により推計。
• 建物被害等による民間資本（Kp）の減少と、人的被害（死

傷者・避難者）の発生や民間資本の減少による失業者の発生
による労働力（L）の減少によって、生産（Y）が震災前と比
較してどれだけ減少するかを推計し、その大きさを生産・
サービス低下による影響と見なす。

• 発災後１年間の影響の算定を前提とし、長期的な経済への影
響（復興需要等）は考慮しない。

・従来の手法（H17）では、生産関数を基本としつつ、対象となる地震の特性を踏
まえた工夫を行ってきた。

・首都直下地震の被害推計（H17）では、中枢性指標（C）を設定して、被災地域
外への影響を評価した。

・東日本大震災ではサプライチェーンの寸断が全国に及ぼす影響が顕在化したが、
従来の手法（H17）はこれを考慮していない。
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１ 被害想定の実施項目と予測手法

(46) 被害額（生産・サービス低下による影響）①
⚫県内企業の状況や県内総生産を反映できる兵庫県
（H26）手法を踏襲する。（各指標は最新のものに
更新）



兵庫県（平成26年） 内閣府（令和7年）

46

１ 被害想定の実施項目と予測手法

(46) 被害額（生産・サービス低下による影響）②
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